
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 35

無 無

条例名称 公布日（西暦） 施行日（西暦）

現
在
の
状
況

計画名称

女性活
躍推進
法との
関係

計画
策定
の

方法

現在
の

状況

16 15 3 34

6 201 山形市
企画調整部男女共同参画
センター

1 1 1 1 山形市男女共同参画推進条例 2013年3月19日 2013年4月1日 いきいき山形男女共同参画プラン 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

6 202 米沢市 地域振興課 1 2 1 1 0 第2次米沢市男女共同参画基本計画 2017年12月 ～ 2027年3月 1 1
6 203 鶴岡市 企画部政策企画課 1 2 1 1 0 第２次鶴岡市男女共同参画計画 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1
6 204 酒田市 地域共生課 1 2 1 1 0 第2次酒田市男女共同参画推進計画 2019年4月 ～ 2029年3月 1 1
6 205 新庄市 社会教育課 2 2 0 0 0 新庄市男女共同参画計画 2018年3月 ～ 2023年3月 1 1
6 206 寒河江市 企画創成課 1 2 1 1 0 第３次寒河江市男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2026年3月 1 1
6 207 上山市 市政戦略課 1 2 1 1 0 第２次上山市男女共同参画計画 2017年4月1日 ～ 2024年3月31日 1 1
6 208 村山市 政策推進課 1 2 0 0 0 第２次村山市男女共同参画基本計画 2020年4月 ～ 2025年3月 1 1
6 209 長井市 地域づくり支援室 1 2 1 1 長井市男女共同参画推進条例 2002年12月18日 2002年12月18日 （長井市第二次男女共同参画基本計画） 2014年4月 ～ 2024年3月 1 0
6 210 天童市 天童市総務部市長公室 1 2 1 1 0 第四次天童市男女共同参画推進計画 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

6 211 東根市 総合政策課 1 2 1 1 0
第4次東根市男女共同参画社会推進計画
〜東根市ABCプランⅣ〜

2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

6 212 尾花沢市 社会教育課 2 2 0 0 0 （第2次尾花沢市男女共同参画推進計画） 2020年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 0

6 213 南陽市 社会教育課 2 2 1 1 0 第二次 男女共同参画なんようプラン 2017年4月 ～ 2027年3月 1 1

6 301 山辺町 政策推進課 1 2 1 1 0 （第２次やまのべ男女共同参画基本計画） 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 0

6 302 中山町 総合政策課 1 2 1 1 0 第２次中山町男女共同参画計画 2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

6 321 河北町
若者･女性･町民総活躍推
進室

1 1 0 0 0 第２次河北町男女共同参画計画 2019年4月1日 ～ 2024年3月31日 1 1

6 322 西川町 生涯学習課 2 2 0 0 0 西川町男女共同参画計画 2019年4月 ～ 2024年3月 1 1
6 323 朝日町 政策推進課 1 2 0 0 0 朝日町男女共同参画基本計画 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1
6 324 大江町 政策推進課 1 2 0 0 0 大江町男女共同参画計画 2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1
6 341 大石田町 まちづくり推進課 1 2 0 0 0 第2大石田町男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2026年3月 1 1
6 361 金山町 教育委員会　教学課 2 2 0 0 0 金山町男女共同参画計画 2020年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

6 362 最上町
総務企画課まちづくり推進
室

1 2 0 0 0 最上町男女共同参画計画 2020年4月1日 ～ 2025年3月31日 1 1

6 363 舟形町 まちづくり課 1 2 0 0 2 舟形町男女共同参画推進計画 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1
6 364 真室川町 企画課 1 2 0 0 0 真室川町男女共同参画計画 2020年4月 ～ 2025年3月 1 1
6 365 大蔵村 総務課 1 2 1 0 0 第２次大蔵村男女共同参画計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1
6 366 鮭川村 むらづくり推進課 1 2 0 1 0 鮭川村男女共同参画計画 2020年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1
6 367 戸沢村 まちづくり課 1 2 0 0 0 戸沢村男女共同参画計画 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1
6 381 高畠町 企画財政課 1 2 1 0 0 ～ 1
6 382 川西町 まちづくり課 1 2 1 1 0 （第４次川西町男女共同参画推進計画） 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 0
6 401 小国町 総合政策課 1 2 0 0 0 小国町男女共同参画計画 2021年3月 ～ 2025年3月 1 1

6 402 白鷹町 企画政策課 1 2 0 0
白鷹町の行政機関の付属機関における
男女の登用の均等促進に関する条例

1999年10月15日 1999年10月15日
白鷹町　男（ひと）と女（ひと）とが共に支え
合い輝けるプラン

2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

6 403 飯豊町 企画課総合政策室 1 2 0 0 3 飯豊町男女共同参画計画 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1
6 426 三川町 企画調整課 1 2 0 0 0 三川町男女共同参画計画 2021年4月 ～ 2031年3月 1 1
6 428 庄内町 企画情報課 1 2 0 1 0 第4次庄内町男女共同参画社会計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1
6 461 遊佐町 企画課 1 2 1 0 0 （第３次遊佐町男女共同参画計画） 2021年4月 ～ 2026年3月 1 0

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有
２　教育委員会 ０　無 １　2023年3月末までの制定を目途に検討中 １　一体 ０　策定予定無

２　2022年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない １　単独計画として策定
２　１ではない ０　無 ０　総合計画の一部として策定
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※2023/3/6　計画策定に関する情報について一部更新

有有

山形県

計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（2022年4月1日現在で有効なもの）



市町村４－２

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

3 0 3 2 1 0 3 0 0

6 201 山形市 山形市男女共同参画センター ファーラ 990-0832 山形県山形市城西町二丁目2番22号 023-645-8077 023-645-8055

https://www.city.yamagata
-
yamagata.lg.jp/shiseijoho/s
ub9/danjokyodo/27506pd1
121143752.html

○ ○ ○

6 202 米沢市
6 203 鶴岡市

6 204 酒田市
酒田市男女共同参画推進セン
ター

ウィズ 998-0044 山形県酒田市中町3-4-5 0234-26-5616 0234-26-5617
https://www.city.sakata.lg.j
p/kurashi/danjyo/danjyoky
oudou_with.html

○ ○ ○

6 205 新庄市
6 206 寒河江市
6 207 上山市
6 208 村山市
6 209 長井市
6 210 天童市
6 211 東根市
6 212 尾花沢市
6 213 南陽市
6 301 山辺町
6 302 中山町
6 321 河北町
6 322 西川町
6 323 朝日町
6 324 大江町
6 341 大石田町
6 361 金山町
6 362 最上町
6 363 舟形町
6 364 真室川町
6 365 大蔵村
6 366 鮭川村
6 367 戸沢村
6 381 高畠町
6 382 川西町
6 401 小国町
6 402 白鷹町
6 403 飯豊町
6 426 三川町
6 428 庄内町

6 461 遊佐町 遊佐町生涯学習センター 999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字鶴田５２－２ 0234-72-2236 0234-71-1222
http://www.town.yuza.yam
agata.jp/web_data/gcenter
web/

○ ○ ○

山形県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(2022年4月1日現在で開設済の施設)都

道
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ド
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事業運営
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形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 山形県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

3 3 3 2 2 1 2 1 0 2

6 201 山形市 山形市男女共同参画センター 1996年2月1日 5 5 34,329 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画パネル展示、都市宣言記念講座
パープルリボン・プロジェクトの実施

6 202 米沢市

6 203 鶴岡市 0 0 0

6 204 酒田市
酒田市男女共同参画推進セン
ター

2000年7月28日 5 1 3,720 ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 205 新庄市 0 0 0

6 206 寒河江市 0 0 0

6 207 上山市 0 0 0

6 208 村山市 0 0 0

6 209 長井市 0 0 0

6 210 天童市 0 0 0

6 211 東根市 0 0 0

6 212 尾花沢市 0 0 0

6 213 南陽市 0 0 0

6 301 山辺町 0 0 0

6 302 中山町 0 0 0

6 321 河北町 0 0 0

6 322 西川町 0 0 0

6 323 朝日町 0 0 0

6 324 大江町 0 0 0

6 341 大石田町 0 0 0

6 361 金山町 0 0 0

6 362 最上町 0 0 0

6 363 舟形町 0 0 0

6 364 真室川町 0 0 0

6 365 大蔵村 0 0 0

6 366 鮭川村 0 0 0

6 367 戸沢村 0 0 0

6 381 高畠町 0 0 0

6 382 川西町 0 0 0

6 401 小国町 0 0 0

6 402 白鷹町 0 0 0

6 403 飯豊町 0 0 0

6 426 三川町 0 0 0

6 428 庄内町 0 0 0

6 461 遊佐町 遊佐町生涯学習センター 2009年4月1日 4 2 30 ○ ○

主　　　　な　　　　事　　　　業
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ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２２　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

7 13 0 0.0 14 1 7.1 22 0 0.0 21 0 0.0 4,703 79 1.7

6 201 山形市 1998年9月21日 山形市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 548 19 3.5

6 202 米沢市 2019年2月12日 米沢市イクボス宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 453 17 3.8

6 203 鶴岡市 1 0 0.0 1 0 0.0 463 4 0.9

6 204 酒田市 1 0 0.0 1 1 100.0 452 5 1.1

6 205 新庄市 1 0 0.0 1 0 0.0 212 9 4.2

6 206 寒河江市 1 0 0.0 1 0 0.0 202 4 2.0

6 207 上山市 1 0 0.0 1 0 0.0 100 4 4.0

6 208 村山市 2005年10月19日 「男女共同参画のまち」宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 135 0 0.0

6 209 長井市 1 0 0.0 1 0 0.0 137 0 0.0

6 210 天童市 2002年10月26日 男女共同参画社会づくりの推進に関する宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 138 3 2.2

6 211 東根市 1 0 0.0 1 0 0.0 152 0 0.0

6 212 尾花沢市 1 0 0.0 1 0 0.0 92 0 0.0

6 213 南陽市 1 0 0.0 1 0 0.0 150 2 1.3

6 301 山辺町 1 0 0.0 1 0 0.0 112 3 2.7

6 302 中山町 1 0 0.0 1 0 0.0 65 1 1.5

6 321 河北町 2019年6月14日 河北町イクボス宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 108 1 0.9

6 322 西川町 1 0 0.0 1 0 0.0 49 0 0.0

6 323 朝日町 1 0 0.0 1 0 0.0 55 0 0.0

6 324 大江町 1937年3月14日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 57 0 0.0

6 341 大石田町 1 0 0.0 1 0 0.0 41 0 0.0

6 361 金山町 1 0 0.0 0 0 31 0 0.0

6 362 最上町 1 0 0.0 1 0 0.0 51 1 2.0

6 363 舟形町 1 0 0.0 1 0 0.0 34 0 0.0

6 364 真室川町 1 0 0.0 1 0 0.0 78 1 1.3

6 365 大蔵村 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

6 366 鮭川村 1 0 0.0 1 0 0.0 49 1 2.0

6 367 戸沢村 1 0 0.0 1 0 0.0 36 0 0.0

6 381 高畠町 1 0 0.0 1 0 0.0 122 0 0.0

6 382 川西町 1 0 0.0 1 0 0.0 153 3 2.0

6 401 小国町 1 0 0.0 1 0 0.0 55 0 0.0

6 402 白鷹町 1999年4月1日 白鷹町「男（ひと）と女（ひと）とが共同でつくるまち宣言」 2 1 0 0.0 1 0 0.0 25 0 0.0

6 403 飯豊町 1 0 0.0 1 0 0.0 69 0 0.0

6 426 三川町 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

6 428 庄内町 1 0 0.0 1 0 0.0 115 0 0.0

6 461 遊佐町 1 0 0.0 1 0 0.0 110 1 0.9

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他
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市町村４－４

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

733 648 10,241 2,526 24.7 679 612 9,522 2,342 24.6 177 121 996 198 19.9 782 59 7.5 1,015 93 9.2

小計 674 608 9,341 2,283 24.4 176 121 995 198 19.9

6 201 山形市 40.0 2027年3月 38 37 661 197 29.8 地方自治法（第202条の３）に基づく審議会等 38 37 666 197 29.6 5 4 40 8 20.0 53 6 11.3 54 6 11.1 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 202 米沢市 35.0 2022年3月 54 47 746 203 27.2 地方自治法（第202条の3）及び設置要綱・要領等に基づく審議会等 34 29 494 120 24.3 6 4 36 7 19.4 39 6 15.4 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 203 鶴岡市 30.0 2026年3月 35 29 552 158 28.6 法律および地方自治法第202条の3に基づく審議会等により算定 30 28 468 120 25.6 5 5 35 8 22.9 59 10 16.9 1 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 204 酒田市 35.0 2023年3月 34 34 463 153 33.0 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 34 34 463 153 33.0 5 4 42 8 19.0 51 10 19.6 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 205 新庄市 40.0 2022年3月 33 33 332 99 29.8 条例により設置されている審議会等 14 14 193 55 28.5 5 3 32 4 12.5 26 3 11.5 27 3 11.1 1 1 1

6 206 寒河江市 40.0 2026年3月 54 49 630 186 29.5
法律または政令により設置されている審議会等、
条例・規則等により設置されている懇談会・会議等、
要綱等により設置されている懇談会・会議等

21 18 358 103 28.8 5 4 31 8 25.8 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日

6 207 上山市 30.0 2023年3月 22 19 224 50 22.3 地方自治法第202条の3に基づき設置されている審議会等 21 18 224 50 22.3 5 5 29 7 24.1 35 1 2.9 36 1 2.8 1 1 1
6 208 村山市 30.0 2025年3月 19 18 268 58 21.6 法律により設置されている委員会等 19 18 268 58 21.6 5 3 31 5 16.1 33 3 9.1 35 3 8.6 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 1
6 209 長井市 40.0 2024年3月 25 25 269 78 29.0 地方自治法（第２０２条の３）の範囲 25 25 269 78 29.0 5 4 30 6 20.0 25 4 16.0 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日

6 210 天童市 30.0 2026年3月 32 28 635 145 22.8

地方自治法第２０２条の３「普通地方公共団体の執行機関の付属機
関は、法律もしくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより、
その担任する事項について調停、審査、審議、又は調査等を行う機
関とする。」 の「普通地方公共団体の執行機関の付属機関」

27 24 603 137 22.7 5 4 32 8 25.0 38 2 5.3 39 2 5.1 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日

6 211 東根市 40.0 2027年3月 29 28 516 132 25.6
法律、条令、規則、要綱等により設置されている審議会、懇談会、会
議等

22 21 427 101 23.7 5 4 47 6 12.8 43 4 9.3 44 4 9.1 1 1 1

6 212 尾花沢市 20.0 2026年3月 20 14 1,102 98 8.9 条例により設置されている審議会等 12 11 183 39 21.3 5 3 32 5 15.6 34 3 8.8 35 3 8.6 2 2019年3月1日 1 1
6 213 南陽市 30.0 2027年3月 54 46 779 220 28.2 各種審議会･委員会 47 42 735 212 28.8 5 3 26 4 15.4 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 301 山辺町 30.0 2026年3月 30 24 319 77 24.1 法律、条例、規則、要綱等により設置されている審議会等 24 21 298 72 24.2 5 3 21 5 23.8 30 4 13.3 1 1 1

6 302 中山町 35.0 2023年3月 39 34 344 114 33.1
法律または政令により設置されている審議会　条例・規則・要綱等に
より設置されている懇談会・会議等

17 15 176 57 32.4 5 3 22 4 18.2 23 1 4.3 24 1 4.2 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日

6 321 河北町 30.0 2024年3月 22 16 237 63 26.6
法律又は政令により設置されている審議会等
条例、規則等により設置されている懇談会、会議等

12 10 146 32 21.9 5 3 25 6 24.0 20 0 0.0 21 0 0.0 1 1 1

6 322 西川町 18 13 179 29 16.2 5 3 24 5 20.8 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
6 323 朝日町 12 10 171 36 21.1 5 3 26 7 26.9 21 1 4.8 22 1 4.5 1 1 1
6 324 大江町 15 15 159 42 26.4 5 4 26 7 26.9 26 1 3.8 27 1 3.7 1 1 1
6 341 大石田町 20.0 2026年3月 13 11 124 17 13.7 市町村防災会議、民生委員会等含む審議会が対象 13 11 124 17 13.7 5 4 27 5 18.5 18 2 11.1 19 2 10.5 1 1 1
6 361 金山町 13 12 150 25 16.7 5 4 32 8 25.0 21 1 4.8 22 1 4.5 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 362 最上町 30.0 2025年3月 20 18 218 54 24.8 地方自治法（第 202 条の3）に基づく審議会等 19 17 195 50 25.6 5 3 25 4 16.0 31 4 12.9 32 4 12.5 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 363 舟形町 4 4 55 4 7.3 5 1 23 2 8.7 37 1 2.7 38 1 2.6 1 1 1
6 364 真室川町 11 11 181 23 12.7 5 4 23 7 30.4 23 1 4.3 24 1 4.2 2 2021年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 365 大蔵村 25.0 2027年3月 13 10 133 20 15.0 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等の女性の登用 13 10 133 20 15.0 5 3 20 3 15.0 29 3 10.3 30 3 10.0 1 1 1
6 366 鮭川村 30.0 2026年4月 8 8 116 23 19.8 審議会等における女性委員の割合 8 8 116 23 19.8 5 2 20 3 15.0 29 2 6.9 30 2 6.7 1 1 1
6 367 戸沢村 10 7 154 20 13.0 5 2 34 4 11.8 30 2 6.7 31 2 6.5 1 1 1
6 381 高畠町 40.0 2023年3月 22 20 254 61 24.0 条例により設置されている会議等 21 19 235 60 25.5 5 4 29 7 24.1 19 1 5.3 20 1 5.0 1 1 1

6 382 川西町 30.0 2026年3月 27 26 330 79 23.9
法律により設置されている委員会等（地方自治法180条の5、第202条
の3） 22 22 307 73 23.8 5 4 23 6 26.1 19 2 10.5 20 2 10.0 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日

6 401 小国町 30.0 2025年3月 9 8 107 21 19.6 8 7 101 17 16.8 5 4 20 6 30.0 29 2 6.9 30 2 6.7 1 1 1
6 402 白鷹町 40.0 2026年3月 19 15 225 53 23.6 広域の審議会を除く審議会 19 15 225 53 23.6 5 4 24 5 20.8 24 4 16.7 25 4 16.0 1 1 1

6 403 飯豊町 30.0 2030年4月 11 6 83 16 19.3

農業委員会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評
価審査委員会、振興審議会、農政審議会、上下水道運営審議会、社
会教育委員会、文化財保護審査会、スポーツ振興審議会

8 8 133 34 25.6 5 3 24 4 16.7 15 1 6.7 16 1 6.3 1 1 1

6 426 三川町 18 12 209 28 13.4 5 2 24 3 12.5 27 1 3.7 28 1 3.6 1 1 1
6 428 庄内町 30.0 2027年3月 33 28 363 84 23.1 地方自治法第202条の3及び地方自治法第180条の5 27 24 332 78 23.5 5 3 31 6 19.4 31 5 16.1 32 5 15.6 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日 2 2022年3月31日
6 461 遊佐町 40.0 2028年3月 18 17 211 67 31.8 広域の審議会を除く審議会 18 18 211 67 31.8 5 5 29 7 24.1 29 2 6.9 30 2 6.7 2 2022年3月31日 1 2 2022年3月31日

その他
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市町村４－４ (2)

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

5 4 181 59 32.6 1 0 1 0 0.0

山形市 0 0 0 0 0 0 0 0

米沢市 0 0 0 0 0 0 0 0

鶴岡市 1 1 84 38 45.2 0 0 0 0

酒田市 0 0 0 0 0 0 0 0

新庄市 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0

寒河江市 1 1 64 13 20.3 0 0 0 0

上山市 0 0 0 0 0 0 0 0

村山市 0 0 0 0 0 0 0 0

長井市 0 0 0 0 0 0 0 0

天童市 0 0 0 0 0 0 0 0

東根市 0 0 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0 0 0

南陽市 2 1 18 4 22.2 0 0 0 0

山辺町 0 0 0 0 0 0 0 0

中山町 0 0 0 0 0 0 0 0

河北町 0 0 0 0 0 0 0 0

西川町 0 0 0 0 0 0 0 0

朝日町 0 0 0 0 0 0 0 0

大江町 0 0 0 0 0 0 0 0

大石田町 0 0 0 0 0 0 0 0

金山町 0 0 0 0 0 0 0 0

最上町 1 1 15 4 26.7 0 0 0 0

舟形町 0 0 0 0 0 0 0 0

真室川町 0 0 0 0 0 0 0 0

大蔵村 0 0 0 0 0 0 0 0

鮭川村 0 0 0 0 0 0 0 0

戸沢村 0 0 0 0 0 0 0 0

高畠町 0 0 0 0 0 0 0 0

川西町 0 0 0 0 0 0 0 0

小国町 0 0 0 0 0 0 0 0

白鷹町 0 0 0 0 0 0 0 0

飯豊町 0 0 0 0 0 0 0 0

三川町 0 0 0 0 0 0 0 0

庄内町 0 0 0 0 0 0 0 0

遊佐町 0 0 0 0 0 0 0 0

総
委
員
数

（再掲）
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市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

1,060 197 18.6 747 114 15.3 111 12 10.8 86 9 10.5 86 11 12.8 61 7 11.5 863 174 20.2 600 98 16.3 1,602 567 35.4 1,041 312 30.0 2,115 891 42.1 1,376 479 34.8 170 18 10.6 28 2 7.1

6 201 山形市 216 40 18.5 132 10 7.6 28 3 10.7 21 2 9.5 68 8 11.8 47 5 10.6 120 29 24.2 64 3 4.7 260 61 23.5 124 28 22.6 282 101 35.8 130 33 25.4 1 9 1 11.1 2 0 0.0 1

6 202 米沢市 53 9 17.0 41 5 12.2 12 3 25.0 9 2 22.2 0 0 0 0 41 6 14.6 32 3 9.4 64 19 29.7 48 15 31.3 94 35 37.2 77 28 36.4 1 7 1 14.3 0 0 1

6 203 鶴岡市 160 43 26.9 85 18 21.2 26 3 11.5 16 2 12.5 18 3 16.7 14 2 14.3 116 37 31.9 55 14 25.5 324 148 45.7 170 71 41.8 298 136 45.6 129 42 32.6 1 8 2 25.0 2 0 0.0 1

6 204 酒田市 62 14 22.6 54 13 24.1 16 2 12.5 15 2 13.3 0 0 0 0 46 12 26.1 39 11 28.2 235 69 29.4 177 38 21.5 146 73 50.0 90 39 43.3 1 8 1 12.5 2 0 0.0 1

6 205 新庄市 27 5 18.5 27 5 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5 18.5 27 5 18.5 50 21 42.0 40 15 37.5 40 19 47.5 26 10 38.5 1 22 4 18.2 0 0 1

6 206 寒河江市 37 7 18.9 23 3 13.0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 7 18.9 23 3 13.0 58 14 24.1 34 6 17.6 75 42 56.0 31 10 32.3 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

6 207 上山市 22 1 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 4.5 0 0 8 2 25.0 5 2 40.0 69 22 31.9 61 22 36.1 1 2 0 0.0 0 0 1

6 208 村山市 22 4 18.2 18 4 22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 18.2 18 4 22.2 19 3 15.8 13 3 23.1 100 23 23.0 84 21 25.0 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

6 209 長井市 35 10 28.6 31 9 29.0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 10 28.6 31 9 29.0 40 19 47.5 31 13 41.9 72 25 34.7 58 18 31.0 1 4 0 0.0 0 0 1

6 210 天童市 48 5 10.4 30 2 6.7 12 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 36 5 13.9 21 2 9.5 83 32 38.6 46 14 30.4 28 7 25.0 15 4 26.7 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

6 211 東根市 31 4 12.9 26 3 11.5 9 1 11.1 8 1 12.5 0 0 0 0 22 3 13.6 18 2 11.1 29 7 24.1 19 6 31.6 82 28 34.1 56 16 28.6 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

6 212 尾花沢市 27 4 14.8 18 4 22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4 14.8 18 4 22.2 35 11 31.4 26 9 34.6 72 33 45.8 46 19 41.3 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

6 213 南陽市 23 5 21.7 21 5 23.8 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 21.7 21 5 23.8 25 5 20.0 22 5 22.7 61 25 41.0 53 21 39.6 1 5 1 20.0 0 0 1

6 301 山辺町 11 3 27.3 9 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 27.3 9 3 33.3 9 5 55.6 7 3 42.9 43 7 16.3 29 5 17.2 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

6 302 中山町 8 1 12.5 8 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 12.5 8 1 12.5 13 3 23.1 11 2 18.2 18 8 44.4 13 5 38.5 1 5 1 20.0 1 1 100.0 1

6 321 河北町 17 3 17.6 14 3 21.4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 17.6 14 3 21.4 24 7 29.2 19 4 21.1 18 11 61.1 9 3 33.3 1 3 0 0.0 0 0 1

6 322 西川町 17 2 11.8 11 1 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 11.8 11 1 9.1 13 4 30.8 12 3 25.0 29 18 62.1 23 12 52.2 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

6 323 朝日町 15 2 13.3 13 1 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 13.3 13 1 7.7 9 4 44.4 9 4 44.4 31 17 54.8 22 8 36.4 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

6 324 大江町 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11.1 9 1 11.1 12 3 25.0 10 1 10.0 38 14 36.8 36 12 33.3 1 4 1 25.0 0 0 1

6 341 大石田町 16 0 0.0 16 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0 0 8 0 0.0 8 0 0.0 9 2 22.2 9 2 22.2 18 6 33.3 18 6 33.3 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

6 361 金山町 14 2 14.3 12 1 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 14.3 12 1 8.3 11 6 54.5 11 6 54.5 15 10 66.7 11 6 54.5 1 7 3 42.9 1 0 0.0 1

6 362 最上町 19 4 21.1 12 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 21.1 12 3 25.0 26 14 53.8 17 6 35.3 47 23 48.9 25 6 24.0 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

6 363 舟形町 10 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0.0 10 0 0.0 15 8 53.3 10 4 40.0 16 2 12.5 15 1 6.7 1 0 0 0 0 1

6 364 真室川町 16 3 18.8 10 1 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 18.8 10 1 10.0 41 27 65.9 17 6 35.3 50 25 50.0 17 4 23.5 1 4 0 0.0 0 0 1

6 365 大蔵村 12 2 16.7 9 1 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 16.7 9 1 11.1 4 2 50.0 2 1 50.0 23 6 26.1 18 1 5.6 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

6 366 鮭川村 10 2 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 20.0 0 0 6 1 16.7 6 1 16.7 11 5 45.5 10 4 40.0 1 4 1 25.0 2 1 50.0 1

6 367 戸沢村 12 4 33.3 11 3 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 33.3 11 3 27.3 2 1 50.0 2 1 50.0 19 8 42.1 18 7 38.9 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

6 381 高畠町 21 3 14.3 15 2 13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3 14.3 15 2 13.3 37 12 32.4 28 6 21.4 69 28 40.6 56 24 42.9 1 3 1 33.3 0 0 1

6 382 川西町 14 1 7.1 14 1 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 7.1 14 1 7.1 38 14 36.8 32 10 31.3 47 22 46.8 42 19 45.2 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

6 401 小国町 15 1 6.7 13 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 6.7 13 0 0.0 17 7 41.2 15 5 33.3 45 24 53.3 35 16 45.7 1 9 0 0.0 2 0 0.0 1

6 402 白鷹町 18 2 11.1 12 1 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 11.1 12 1 8.3 22 9 40.9 14 4 28.6 52 35 67.3 23 11 47.8 1 1 0 0.0 0 0 1

6 403 飯豊町 11 2 18.2 11 2 18.2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 18.2 11 2 18.2 28 15 53.6 21 8 38.1 12 8 66.7 10 6 60.0 1 3 0 0.0 0 0 1

6 426 三川町 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11.1 9 1 11.1 9 4 44.4 9 4 44.4 20 10 50.0 18 8 44.4 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

6 428 庄内町 14 4 28.6 14 4 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 28.6 14 4 28.6 18 4 22.2 18 4 22.2 50 23 46.0 50 23 46.0 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

6 461 遊佐町 9 3 33.3 9 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 33.3 9 3 33.3 9 4 44.4 7 2 28.6 25 12 48.0 22 9 40.9 1 4 0 0.0 0 0 1
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市町村４－５

調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2022年7月1日（その他2022年4月1日）

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

11 1の合計 30 0 21 1 20 20 20 20 22 16

4 2の合計 1 14 9 29 5 5 6 6 8 8

2 3の合計 2 8 0 2 2 2 2 1 2

18 4の合計 2 8 8 8 7 7 4 7

6 201 山形市 1

山形市旧姓使用取扱要綱

第１条　この要綱は、男女共同参画都市宣言を行うなど、男女共同参画社会の実現
に取り組んでいる本市において、この市の職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以
下「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏（以
下「旧姓」という。）を文書等に使用することに関し必要な事項を定め、もって男女が
平等に参画できる社会創りの一翼を担うことを目的とする。

山形市議会 1 2 1

山形市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 202 米沢市 1

米沢市職員旧姓使用取扱規程

（趣旨）
第1条　この規程は、働きやすい職場環境づくりを推進するため、職員が旧姓を使用
することについて必要な事項を定めるものとする。

米沢市議会 1 2 1

米沢市議会会議規則

第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。
2　前項の場合において、議員は、出産のため出席できないときは、同項の規定によ
るほか、あらかじめ出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあつては、14週間）前の
日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 203 鶴岡市 2 鶴岡市議会 1 2 1

鶴岡市議会会議規則


第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席を届け出るこ
とができる。（委員会についても同様の規定あり。第９１条第２項）

2 1 1 1 1 1 1

6 204 酒田市 1

酒田市職員旧姓使用取扱要領

（旧姓使用の範囲）
第２条　旧姓を使用することができる文書等とは、次の各号に掲げるものとする。ただ
し、旧姓の使用が法律等に違反するおそれのある文書、公権力の行使若しくは職員
の身分に関わる文書又は旧姓を使用できないシステム上の表示若しくはそのシステ
ムから打ち出す文書を除く。
（１）職場での呼称
（２）職員名簿
（３）座席表
（４）事務分担表
（５）名刺
（６）名札
（７）起案文書における起案者名及び押印（決裁責任者の押印を除く。）
（８）庁内ネットワーク上の宛先名及びメールアドレス
（９）その他人事担当課長が特に認めるもの
（旧姓使用届）
第３条　旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届（様式第１号）を人事担当課長に
提出しなければならない。
２　人事担当課長は、前項の届について、特に必要があると認めるときは、当該職員
に対して、当該届記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。

酒田市議会 1 2 1

酒田市議会会議規則

第2条　2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠
の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出すること
ができる。

2 1 1 1 1 1 2

6 205 新庄市 2 山形県新庄市議会 1 3 1

新庄市議会会議規則

第２条.２.議員は出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の
場合にあっては14週間）前の日から当該出産の日後、8週間を経過する日までの範
囲において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1 1

6 206 寒河江市 4 寒河江市議会 1 2 1

寒河江市議会会議規則

（欠席の届出）
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。

２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。
 
（欠席の届出）
第90条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむ
を得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに
委員長に届け出なければならない。

２　委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1

6 207 上山市 4 上山市議会 1 3 1

上山市議会会議規則

第2条第2項及び、第87条第2項 2 1 1 1 1 1 1

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

調査時点

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

山形県



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

6 208 村山市 2 村山市議会 1 2 1

村山市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 209 長井市 1

長井市職員旧姓使用取扱規程

(対象)
第2条　この規程による旧姓使用の対象となる職員は、長井市職員定数条例(昭和36
年長井市条例第10号)第1条に規定する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第
261号)及び長井市職員の再任用に関する条例(平成21年長井市条例第4号)に基づ
き長井市が再任用した職員とする。
(旧姓使用ができる範囲)
第3条　職員は、次に掲げる場合を除き旧姓を使用することができるものとする。
(1)　法令等により戸籍上の氏名(次号において「戸籍名」という。)を使用することが義
務づけられている場合
(2)　税務署、共済組合、年金事務所、銀行等の本市以外の機関から戸籍名を使用
するように求められている場合
(3)　旧姓を使用するに当たり、本市が業務のために使用しているシステムの改修が
必要となる場合
(4)　その他職務の遂行又は事務の処理に、誤解や混乱、支障を生ずるおそれのある
場合

長井市議会 1 2 1

長井市議会会議規則

第２条
　議員は、公務、疫病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届
け出なければならない。
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎出産の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

第84条
　委員は、公務、疫病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に
届け出なければならない。
２　委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎出産の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1 1

6 210 天童市 3 天童市議会 1 4 2 1

天童市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

第３条第１項 2 2 2 2 2 2

6 211 東根市 3 東根市議会 1 2 1

東根市議会会議規則

第２条第２項（本会議）、第91条第２項（委員会）　
　議員（委員）は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の
場合にあっては14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長（委員長）に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 212 尾花沢市 1

尾花沢市職員旧姓使用取扱要綱

第２条　職員は、法律、条例等の規定に違反する恐れのない専ら職員間で使用して
いる文書等で、職務遂行上又は事務処理上誤解若しくは混乱を招くおそれのないも
のにおいて旧姓を使用することができる。

尾花沢市議会 1 2 1

尾花沢市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 213 南陽市 4 南陽市議会 1 2 1

南陽市議会会議規則

第2条第2項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊
娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出するこ
とができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 301 山辺町 4 山辺町議会 2 2 2 2 2 2 2

6 302 中山町 1

中山町職員の旧姓使用に関する要綱

（旧姓の使用）
第３条　旧姓を使用することができる文書等は、次の各号のいずれにも該当するもの
であって、おおむね別表第１に掲げる基準に該当するものとする。
(1)　旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがないもの
(2)　職務遂行上支障がないと認められるもの
２　前項に規定するもの以外であって、別表第２に掲げる基準に該当する文書等に
は、旧姓を使用することができない。　　　　　　　　　　　　
　
別表第１（第３条関係）
旧姓使用を認める文書等の基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　専ら組織内部で使用される文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性
を確認できるもの
（１）　起案文書の起案者の氏名表示及び押印
（２）　決裁・回覧文書等に係る押印
（３）　グループウェア（電算システム含む）の登録氏名及びメールアドレス
（４）　公用車使用簿
（５）　事務引継書
（６）　人事評価シート
（７）　人事異動内示表
（８）　復命書

中山町議会 1 2 1

中山町議会会議規則

第２条２項
前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できない時は、出産予定日の６週
間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過す
る日までの範囲において、その期日を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出
することができる。

2 1 1 1 1 1 1



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

6 302 中山町

6 321 河北町 4 河北町議会 1 3 1

河北町議会規則

（第2条第2項）前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出
産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日
後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ
議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 2

6 322 西川町 4 西川町議会 4 4 4 4 4 4 4

6 323 朝日町 4 朝日町議会 1 3 1

朝日町議会会議規則

（欠席の届出）

第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、弔事、災
害その他やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開
議時刻までに議長に届け出なければならない。

２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日
の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を
経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席
届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

２　職員の権利義務に係る文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確
認でき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがないもの
（１）　出勤簿
（２）　休暇届
（３）　時間外勤務命令票
（４）　週休日の振替簿
（５）　旅行命令簿
（６）　育児休業に関する申請書等
（７）　各種特別休暇に関する申請書等
（８）　病気休暇に関する申請書等
（９）　職務専念義務免除願
（１０）　営利企業等従事許可申請書
（１１）　欠勤届
３　対外的に使用されることがあるが、単に氏名の記載にとどまるもの等、特別な法
律関係を生じさせるおそれがないもの
（１）　職員配置一覧表、職員録
（２）　事務分掌表
（３）　名札
（４）　名刺
４　その他
その他法令等に基づかない文書等で、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書
等で、公務遂行上旧姓を使用しても支障がないと所属長が認めるもの
別表第２（第３条関係）

旧姓使用を認めない文書等の基準

１　職員の身分関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づ
く事務処理等に与える影響の大きいもの
（１）　職員証
（２）　法令等に基づく身分証明書（徴税吏員証等）
（３）　服務の宣誓書
（４）　辞令書
（５）　退職願
（６）　分限、懲戒等の処分に関するもの
（７）　履歴簿
（８）　在職証明書
２　職員の権利義務関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に
基づく事務処理等に与える影響の大きいもの
（１）　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書等の税務署等に関するもの
（２）　各種手当認定届等、給与の支給にかかる各種手続きに関するもの
（３）　共済組合、互助会、退職手当等に関するもの
（４）　公務災害関係書類
（５）　健康診断関係文書
（６）　職員派遣に関する文書
３　公権力の行使に係るもの等、対外的に大きな影響を与えるおそれがあるもの
（１）　許認可、立入検査、徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書
（２）　その他職員身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書
（３）　契約書、協定書等、私人との法律上の関係を発生させる文書
（４）　官公庁等に係る提出書類
４　その他
その他旧姓を使用することにより、法令等に抵触するおそれがあると所属長が認め
るもの



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

6 324 大江町 1 大江町議会 1 3 1 2 1 1 1 1 1

6 341 大石田町 4 大石田町議会 1 4 1

大石田町議会会議規則

第１条　議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しな
ければならない。
（欠席の届出）
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。

2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の後約８週間を
経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席
届を提出することができる。

2 4 4 4 4 2 4

6 361 金山町 1

金山町職員の旧姓使用二関する要綱　第３条第１項

第３条　職員は、次に掲げる場合を除き旧姓を使用することができるものとする。⑴法
令等により戸籍上の氏名（次号において「戸籍名」という。）を使用することが義務づ
けられている場合⑵税務署、共済組合、年金事務所、銀行等の本町以外の機関から
戸籍名を使用するように求められている場合⑶その他職務の遂行又は事務の処理
に、誤解や混乱、支障を生ずるおそれのある場合

金山町議会 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3

大江町職員旧姓使用取扱要綱

○大江町職員旧姓使用取扱要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、婚姻、養子縁組その他の理由により、戸籍上の氏を改めた大
江町職員について、改姓前の氏（以下「旧姓」という。）を町の文書等において使用す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。
（旧姓使用の範囲）
第２条　旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触する
おそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等とし、概ね別表第１
に掲げる基準に該当するものとする。
２　旧姓を使用することができないものは、前項に規定するもの以外のものであって、
概ね別表第２に掲げる基準に該当するものとする。
（旧姓使用の申請）
第３条　職員は、文書等に旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申請書（様式第１
号）により、所属長を経由して町長に提出しなければならない。
（承認通知）
第４条　町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書（様式第２号）
により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
（使用中止届）
第５条　前条の規定により承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中
止しようとするときは、旧姓使用中止届（様式第３号）を、所属長を経由して町長に提
出しなければならない。
（責務）
第６条　所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなけ
ればならない。
２　旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民及び他の職員等
に無用な誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
（承認の取消し）
第７条　町長は、職員の旧姓使用によって職務の遂行上支障が生じていると認めると
きは、当該職員に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。
（委任）
第８条　この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、町
長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成30年９月10日から施行する。
（経過措置）
２　この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員で、旧姓の使用
を希望する職員は、この要綱の施行の日から平成30年10月１日までの間に、旧姓使
用申請書を所属長を経由して町長に提出することにより、旧姓の使用をすることがで
きる。
別表第１（第２条関係）
旧姓を使用することができる文書等
基準
主な文書等の例
氏名が記載されているもので、対外的に効果を生じないもの
名札、職員録、職務分担表、座席表、名刺、各種文書における担当者氏名、メールア
ドレス
組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの
起案文書、決裁文書・供覧文書等に係る押印又はサイン、復命書、事務引継書、出
勤簿、支出負担行為決議伝票その他会計伝票類、日直日誌、物品関係書類
職員の権利・義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓
使用を原因とする係争のおそれのないもの
休暇等届、出張命令簿、時間外勤務命令簿、週休日の振替表、職務専念義務免除
申請書、育児休業承認請求書、営利企業等の従事許可申請書、通勤届、住居届、扶
養親族届
その他
その他法令等に基づかない文書等で、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書
等で、公務遂行上旧姓を使用しても支障がないと所属長が認めるもの
別表第２（第２条関係）
旧姓を使用することができない文書等
基準
主な文書等の例
職員の身分関係に係るもの
人事記録、法令等に基づく身分証明書、職員証、辞令書、履歴書、宣誓書、辞職願、
分限・懲戒関係文書、在職証明書
職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの
給与明細書、源泉徴収票、共済組合関係書類、公務災害関係書類、退職手当組合
関係書類、交通事故等報告書、健康診断関係文書
公権力の行使に係るもの
許認可、徴税等法令に基づく行政処分に関する文書等
その他
その他旧姓を使用することにより、法令等の規定に抵触するおそれがあると所属長
が認めるもの



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

6 362 最上町 1

最上町職員旧姓使用取扱要綱

（趣旨）
第1 条 この要綱は、職員が、婚姻、養子縁組、その他の事由（以下「婚姻等」とい
う。）によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の従前の戸籍上の氏（以下
「旧姓」という。）を文書等に使用する場合の手続き等に関し必要な事項を定めるもの
とする。
（旧姓使用の範囲）
第2 条 旧姓を使用できる文書等は、次の各号に該当するものであって、別表に掲げ
るものとする。
（1） 法令に抵触するおそれのない専ら組織内部で使用されている文書等で、職務遂
行上又は事務処理上、誤解及び混乱を生じさせるおそれのないもの
（2） 法令に基づかない通知文等で、職務遂行上又は事務処理上、支障がないもの
2 公権力の行使に係る文書、職員の身分関係を規定する文書その他職務遂行上又
は事務処理上、誤解及び混乱を生じさせるおそれのある文書等については、旧姓を
使用することはできない。

最上町議会 1 2 1

最上町議会会議規則

第2条第2項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日
後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ
議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 363 舟形町 4 舟形町議会 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2

6 364 真室川町 4 真室川町議会 1 3 1

真室川町議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他や
むを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻まで
に議長に届け出なければならない。
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 365 大蔵村 4 大蔵村議会 1 3 2 2 4 4 4 4 4 4

6 366 鮭川村 4 鮭川村議会 1 2 1

鮭川村議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。

2　前項の規定かかわらず、議員が出産のために出席できないときは、出産予定の6
週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過
する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 367 戸沢村 4 戸沢村議会 4 4 4 4 4 4 4
6 381 高畠町 4 高畠町議会 1 4 2 2 3 3 3 3 2 3

6 382 川西町 4 川西町議会 1 2 1

川西町議会会議規則

第2条第2項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出
産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後
8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議
長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

6 401 小国町 4 小国町議会 1 4 2 2 4 4 4 4 2 2
6 402 白鷹町 4 白鷹町議会 1 3 2 2 4 4 4 4 2 4
6 403 飯豊町 2 飯豊町議会 1 4 2 2 2 2 2 2 1 4
6 426 三川町 4 三川町議会 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2

6 428 庄内町 1

庄内町職員旧姓使用取扱要領

第1条　この要綱は、婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた職員
が、引き続き改姓前の氏（以下「旧姓」という。）を町の文書等において使用することに
関し、必要な事項を定めるものとする。

庄内町議会 3 4 4 4 4 4 4

6 461 遊佐町 1 遊佐町議会 3 4 4 2 2 2 2



市町村４－５ (2)

調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 山形県

議会関係は2022年7月1日（その他2022年4月1日）

問８ 問９ 問１０ 問１２ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置されている。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設置または提供
がされている。（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後、取り組む予定であ
る。
３．行っておらず、今後、
取り組む予定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
規
定

(

倫
理
規

定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関

す
る
議
員
向
け
相
談
窓
口

を
設
置
し
て
い
る

３
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
議
員
向
け
研
修

を
行

っ
て
い
る

４
．
そ
の
他

その他内容

１．利用している。
２．利用していないが、今
後利用予定である。
３．利用していない。

１．行っている。
２．行っていないが、今後、
取り組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
り組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

1 1 5 3 0 0 0 1 1 0 1

1 4 7 0 0 0 0 0 6 4 33

0 0 23 0 0 2 0 1 28 1 1

33 30 0 0 0 0 30

6 201 山形市 2 2 1 3 3 3 2 2
6 202 米沢市 4 4 3 3 4 2

6 203 鶴岡市 4 4 1 1

鶴岡市議会政治倫理条例

第３条第７号　議員の地位を利用して嫌がらせ
をし、強制し、又は圧力をかける行為をしないこ
と。
第３条第８号　全号に規定する行為のほか、セ
クシャル・ハラスメントその他人権侵害のおそれ
のある行為をしないこと。

3 2 2

6 204 酒田市 4 4 2 2 4 1

酒田市地域防災計画

3 防災教育・防災訓練
庁内職員及び公共機関等の職員に対し、災害
震災対策計画の内容、災害時の役割や行動等
の所管防災業務について周知徹底する。また、
国、県等が実施する研修会への参加や研修会
等の開催に努める。
また、防災担当部門と男女共同参画担当部門
が連携し、男女共同参画の視点からの災害対
応に関して、情報提供や研修会等の開催により
周知を図る。

6 205 新庄市 4 4 3 3 4 2
6 206 寒河江市 1 1 3 3 2 2
6 207 上山市 4 4 3 3 4 2
6 208 村山市 4 4 3 3 2 2
6 209 長井市 4 4 3 3 4 2
6 210 天童市 4 4 3 3 4 2
6 211 東根市 4 4 3 3 4 2

6 212 尾花沢市 4 4 1 1

尾花沢市議会議員政治倫理条例

第３条第１項第８号　いかなる場合であっても、
セクシャル・ハラスメント（他の者が不快に感じる
性的な言動又は行為をいう。）その他人権侵害
のおそれのある行使をしないこと。

3 4 2

6 213 南陽市 4 4 3 3 4 2
6 301 山辺町 4 4 3 3 4 2
6 302 中山町 4 4 3 3 4 2
6 321 河北町 4 4 2 2 4 2
6 322 西川町 4 4 3 3 4 2
6 323 朝日町 4 4 3 3 3 2
6 324 大江町 4 4 3 3 4 2
6 341 大石田町 4 4 3 3 4 2
6 361 金山町 4 4 3 3 4 2
6 362 最上町 4 4 3 3 4 2
6 363 舟形町 4 4 2 2 4 2
6 364 真室川町 4 2 1 3 1 1 4 2
6 365 大蔵村 4 4 2 3 4 2
6 366 鮭川村 4 4 3 3 4 2
6 367 戸沢村 4 4 3 3 4 2
6 381 高畠町 4 4 2 2 4 3
6 382 川西町 4 2 3 3 4 2
6 401 小国町 4 4 3 3 4 2
6 402 白鷹町 4 4 3 3 4 2

6 403 飯豊町 4 4 1 1

飯豊町議会議員政治倫理条例

第3条第3項　町の職員(非常勤嘱託職員、臨時
職員等を含む。以下同じ。)に対し、議員の権限
又は地位による影響力を不正に行使し、当該職
員の職務遂行を妨げないこと。
第3条第7項　議員としての地位を利用して嫌が
らせ、強制、圧力をかける行為、不快を感じる性
的な行動及びその他人権侵害のおそれのある
行為をしないこと。

3 4 2

6 426 三川町 4 4 2 2 4 2
6 428 庄内町 4 4 3 2 4 2
6 461 遊佐町 4 2 2 3 4 2

調査時点

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することのできる授乳室等が議
会に設置または提供されているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１１
議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１０で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。 問１１で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

内閣府が公表した教材動
画「政治分野におけるハラ
スメント防止研修教材」の
利用

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。
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